管理者に手指衛生改善を推奨するお手紙
このお手紙は、施設内に直接観察による遵守率測定を導入するにあたり、施設の管理者や幹部職員など、施設としての方針を決定する役職の方々に、この導入の決断を促し、これに伴って必要となる人員等を求めるためのお手紙のテンプレートです。これはもともとのWHOツールに含まれておりませんが、国内の現状で直接観察を開始するにあたり、多くのハードルがあると考えられるため、TTT-Japanが独自に作成しました。
手指衛生改善に施設として取り組む初期の段階では、管理職の立場にある方々は手指衛生直接観察による遵守率測定の重要性や意義を十分にご存じない可能性があります。このため、まずは、施設において大きな影響力のある管理職の方々の理解と支援を仰ぐことが重要です。
このお手紙のテンプレートには、医療安全、医療の質改善、院内感染対策に関する最終的な決定権をもつ責任者と最初に話し合う際に必要と思われる内容が含まれています。これらに関連する会議の場で取り扱い、ここに含まれる内容についてディスカッションをするのも良いでしょう。ディスカッションの内容を踏まえて、最終的にはお手紙やe-mailなど、それぞれの施設に適した媒体や方法で活用してください。
これはお手紙のサンプルです。このため、各施設や地域の情報を追記したり、下線部分を中心に、適切な形にアレンジしたりして差し支えありません。 


院長先生、看護部長さま
各部署長のみなさまへ

私たちICTチームでは、手指衛生改善の多角的戦略の実践の一環として、今年度から手指衛生の直接観察の遵守率の測定を開始すること検討しています。つきましては下記に関してご理解とご協力をお願いしたく、このお手紙を書いています。

医療安全のヒヤリハットの報告を「0レベル」で多数報告することで、「3Bレベル」以上の重大事例を防ぐことができると言われています。「0レベル」報告の少ない病院は、本当にミスが少なく安全な病院である可能性もありますが、多くのミスを見過ごしている危険な病院である可能性もあります。安全な医療を提供するためには、自施設の課題を具体的に定量的に把握し、明らかになった課題に対して効果的に取り組むプロセスを繰り返す必要があります。

本来実施されるべき手指衛生の「未実施」については「医療ミス」として報告されることはありません。これを把握することに最も近いのが「手指衛生モニタリング」であり、現在様々な手法が開発されています。しかし一つで十分といえるモニタリング方法はなく、WHOガイドラインでは、1）手指消毒剤等の消費量調査　と、2）直接観察による遵守率測定　という質的に異なる2つのモニタリング方法を組み合わせて実施することが推奨されています。中でも「直接観察」を実施することで、当院において、いつ、どのような状況で手指衛生の未実施が発生しやすいのかを明らかにし、具体的な改善策を検討することができるようになります。

当院では既に手指衛生改善のための取組として、消費量調査を行っています。当院の昨年のデータは＿L/1000・患者・日（＿回/患者・日）であり、当院のリンクスタッフ会による業務量調査による概算の本来必要な量＿L/1000・患者・日（＿回/患者・日）に対し＿＿＿＿であります。（もしくは、当院ではまだ手指消毒剤消費量の調査は行えていませんが、2023年のJ-SIPHE年報によると日本の医療機関の手指消毒剤消費量中央値は10.4L/1000・患者・日であり、これはWHO手指衛生自己評価フレームワークに記載されている目安となる消費量20L/1000・患者・日のわずか半分です。また2022-2023年のヨーロッパのベンチマーキングデータではヨーロッパ全体の中央値33Lであり、これと比較すると、わずか1/3の量です。）当院の手指衛生にはまだまだ課題が多く、多くの伸び代がある状況です。

どのような伸び代があるのかを具体的に把握するためには、量の評価だけではなく、「どういった場面で手指衛生が抜けがちなのか」「各現場において何か手指衛生の妨げになっているのか」などを、直接観察を行うことによって明らかにしていく必要があります。この度、ICTチームでは、当院全体における手指衛生の直接観察を正式に開始するために、下記のような準備を行って参りました。

・現場職員がWHO手指衛生「5つの瞬間」で必ず手指衛生ができるよう、患者に接触する全職員に手指消毒剤とポーチまたはリールを配布しました。

・WHO手指衛生「5つの瞬間」に関して、直接観察者が評価する基準に合致する形で、全員参加の必須研修において教育を行いました。

・WHO手指衛生「5つの瞬間」の正しい直接観察ができるよう、ICTチームメンバーは環境感染学会の教育委員会のツールを学びながら、小規模な直接観察を試行し、当院における観察評価基準にずれが生じないようにディスカッションを重ねてきました。

つきましては、みなさまには、下記につきまして、ご理解とご協力をお願いしたいと考えています。

・WHOテクニカルリファレンスマニュアルには「統計的な意義がある観察機会数は200以上」との記載がありますが、当院の現時点でのマンパワーでは、実際に全ての部署について1年間で200機会以上の観察を行うことは困難と考えています。

このため、私たちは直接観察開始初年度としては、
1）WHOガイドラインで必要最低限とされる条件:「年に2回は全部署の直接観察を行う」
2)WHOテクニカルリファレンスマニュアルにある「1回の観察時間は20分±10分」
を参考に、「全病棟年に2回、1回の観察時間：20分±10分で当院の(国内の一般的な)病棟において現実的に観察することができる20〜30機会」
の直接観察を始めることを計画しています。

また、正しく直接観察ができるメンバーを育て、より多くの機会を観察できるよう努めて参りますので、ご支援のほどよろしくお願いいたします。

・各観察セッションが終わった時点で、現場で「即時フィードバック」を行います。このフィードバック相手として適切な担当者を各部署で複数名特定し、いつ直接観察に入っても必ずどなたかが対応していただけるようにして下さい。現場の業務の流れをよく理解し、指導力があり、手指衛生の5つの瞬間に対する十分な理解があることが望まれます。多くの場合、師長、副師長、感染対策リンクスタッフ、などが適任かと思いますが、このような役職に限定することなく、各チームのリーダーさんなどにもフィードバックを受けて頂けるようになるとよいと思います。

・私たちは「平時の医療ケアにおける手指衛生遵守改善のための伸び代」を明らかにするために観察を行うため、私たちが観察に入った時点でのスタッフに対する「ICTに観察されているから、手指衛生を励行するように！」といった声かけは控えていただけますと幸いです。また伸び代を見つける視点で観察を行うため、みなさまが期待されているより、大幅に低い遵守率の数値のデータをフィードバックすることも多くなると考えています。もちろん、実践できていることは正当に評価しますが、低い遵守率の観察結果には多くの「現場の伸び代のヒント」が詰まっており、これは当院の手指衛生改善に大きく寄与する貴重なデータでもあります。重大な医療ミスが少ない病院を目指すために多くの「0レベル」報告が必要であるのと同様に、手指衛生を適切に実践できる病院を目指していくためには、多くの「遵守率が低い」直接観察結果を真摯に受け止め、分析し、具体的に取り組んでいく必要があります。

WHO手指衛生自己評価フレームワークでは最高81％の遵守率を目指すように項目が設定されています。この数値は当院においては、観察開始時に「直接観察をするので、手指衛生を励行してください」と声をかけること、もしくは「手指衛生をよく実践できている特定の個人」を追いかけて観察することでも、容易に達成することはできる可能性があります。しかしこのような観察により遵守率としては高い数値が記録できても、平時の病院全体としての手指衛生の改善には繋がりません。このため、病院として、もしくは各部署として、単純に「直接観察による遵守率の数値」を目標として目指すことに関しては、メリットやデメリットを勘案した上で、慎重に取り扱っていく必要があると考えています。ご理解とご協力の程、どうぞよろしくお願いいたします。

直接観察は、現在は医療法での規定や診療報酬上の加算の要件等に含まれてはおらず、私たちICTの業務負荷のみならず、現場職員にとっても「監査している、ダメ出しをされている」という心理的な負担を発生させる可能性もあります。しかし、病院全体でこの直接観察の意義について正しく共通認識をもつことで、当院の手指衛生の改善に確実に繋げていくことができると考えます。実際に直接観察を開始してからも、現場や本委員会の中でオープンに当院における直接観察ディスカッションをしながら、当院としてのより良い直接観察の方法の確立にむけて調整をすすめられることと考えます。ぜひ、お気づきの点などはICTの方にお気軽にご連絡いただけますと幸いです。

令和○年　○月○日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○病院　ICT　　一同
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